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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成29年3月30日(2017.3.30)

【公表番号】特表2015-500896(P2015-500896A)
【公表日】平成27年1月8日(2015.1.8)
【年通号数】公開・登録公報2015-002
【出願番号】特願2014-543616(P2014-543616)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｌ  83/08     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   5/17     (2006.01)
   Ａ６１Ｑ   5/12     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   8/06     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   8/898    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   8/40     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｌ   83/08     　　　　
   Ｃ０８Ｋ    5/17     　　　　
   Ａ６１Ｑ    5/12     　　　　
   Ａ６１Ｋ    8/06     　　　　
   Ａ６１Ｋ    8/898    　　　　
   Ａ６１Ｋ    8/40     　　　　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成29年2月27日(2017.2.27)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水性シリコーンエマルションであって、
　前記水性シリコーンエマルションは、前記水性シリコーンエマルション１００重量％に
対して、
　Ａ）アミノ官能性オルガノポリシロキサン１５～８０重量％と、
　Ｂ）式：
　Ｒ１Ｒ２Ｒ３Ｒ４Ｎ＋Ｘ－、
　（式中、Ｒ１は、少なくとも１０個の炭素原子を含有する有機官能性基であり、
　Ｒ２は、Ｒ１、又は、１～１２個の炭素原子を含有するヒドロカルビルであり、
　Ｒ３は、Ｒ１、Ｒ２、又は、２～１０個の炭素原子を含有するアルコール基であり、
　Ｒ４は、Ｒ１、Ｒ２、又はＲ３であり、
　Ｘ－は、ハロゲン化物、硫酸塩、スルホン酸塩、メト硫酸塩、エト硫酸塩又はリン酸塩
である）を有する四級アンモニウムカチオン性界面活性剤０．５～１０重量％と、
　Ｃ）非イオン性界面活性剤２～８重量％と、
を含み、
　前記水性シリコーンエマルションは０．２重量％未満のＤ４及びＤ５環状シロキサンを
含有し、
　前記水性シリコーンエマルションを５０℃にて１ヶ月間エージングさせると、Ｄ４、Ｄ
５又はこれら両方の含有量は：
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－　前記水性シリコーンエマルションの０．１１重量％のＤ４又は０．１２重量％のＤ５
、
－　前記含有量が前記カチオン性界面活性剤の非水内容物に対する環状物質の比として表
される場合に、
　０．１未満のＤ４又は０．０７未満のＤ５、
－　前記Ｄ４の含有量が
　（（Ｄ４ＡＧＥＤ－Ｄ４（ｔ＝０））／％ＣＳ）＊１００
［式中、Ｄ４ＡＧＥＤ及びＤ４（ｔ＝０）は、それぞれエージングさせたもの及び開始時
の前記水性シリコーンエマルション中のＤ４の百分率ｗｔ％であり、％ＣＳは前記水性シ
リコーンエマルション中の前記カチオン性界面活性剤（非水内容物）の質量分率である］
として表される場合に、
　１．３未満のＤ４、
のうちの１つよりも低くなる、水性シリコーンエマルション。
【請求項２】
　Ｒ１及びＲ４が式：
　Ｒ５Ｃ（Ｏ）ＯＲ６を有し、式中、Ｒ５Ｃ（Ｏ）は脂肪酸から誘導され、Ｒ６は、１～
４個の炭素原子を含有する二価炭化水素基である、請求項１に記載の水性シリコーンエマ
ルション。
【請求項３】
　前記脂肪酸がオレイン酸であり、Ｒ６が－ＣＨ２ＣＨ２－である、請求項２に記載の水
性シリコーンエマルション。
【請求項４】
　Ｒ１が式：
　Ｒ５Ｃ（Ｏ）ＮＨＲ６

　を有し、式中、Ｒ５Ｃ（Ｏ）は脂肪酸から誘導され、Ｒ６は、１～４個の炭素原子を含
有する二価炭化水素基であり、Ｒ４はメチルである、請求項１に記載の水性シリコーンエ
マルション。
【請求項５】
　前記脂肪酸がミンク油であり、
　Ｒ６が－ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２－である、請求項４に記載の水性シリコーンエマルション
。
【請求項６】
　Ｒ２がメチルである、請求項１～５のいずれか一項に記載の水性シリコーンエマルショ
ン。
【請求項７】
　Ｒ３が－ＣＨ２ＣＨ２ＯＨである、請求項１～６のいずれか一項に記載の水性シリコー
ンエマルション。
【請求項８】
　前記アミノ官能性オルガノポリシロキサンが、平均式：
　［Ｒ２ＳｉＯ２／２］ａ［ＲＲＮＳｉＯ２／２］ｂ

　（式中、ａが１～１０００であり、ｂが１～１００であり、
　Ｒは独立して、１～３０個の炭素原子を含有する炭化水素であり、
　ＲＮが、アミノ官能基である）
のシロキシ単位を含有するジオルガノポリシロキサンである、請求項１～７のいずれか一
項に記載の水性シリコーンエマルション。
【請求項９】
　前記アミノ官能性オルガノポリシロキサンがシラノール、アルコキシ又はトリアルキル
シロキシで末端保護されている、請求項８に記載の水性シリコーンエマルション。
【請求項１０】
　前記アミノ官能基が、式
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　－ＣＨ２ＣＨ（ＣＨ３）ＣＨ２ＮＨＣＨ２ＣＨ２ＮＨ２又は－ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２ＮＨ

２又は－ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２ＮＨＣＨ２ＣＨ２ＮＨ２を有する、請求項９に記載の水性シ
リコーンエマルション。
【請求項１１】
　前記非イオン性界面活性剤が、エトキシル化アルコールである、請求項１～１０のいず
れか一項に記載の水性シリコーンエマルション。
【請求項１２】
　前記非イオン性界面活性剤がアルキルポリグルコシドである、請求項１～１０のいずれ
か一項に記載の水性シリコーンエマルション。
【請求項１３】
　Ｉ）
　　Ａ）１００重量部のアミノ官能性オルガノポリシロキサンと、
　　Ｂ）式：
　Ｒ１Ｒ２Ｒ３Ｒ４Ｎ＋Ｘ－

　（式中、Ｒ１は、少なくとも１０個の炭素原子を含有する有機官能性基であり、
　Ｒ２は、Ｒ１、又は、１～１２個の炭素原子を含有するヒドロカルビルであり、
　Ｒ３は、Ｒ１、Ｒ２、又は、２～１０個の炭素原子を含有するアルコール基であり、
　Ｒ４は、Ｒ１、Ｒ２、又はＲ３であり、
　Ｘ－は、ハロゲン化物、硫酸塩、スルホン酸塩、メト硫酸塩、エト硫酸塩又はリン酸塩
である）を有する０．１～５０重量部の四級アンモニウム界面活性剤と、
　　Ｃ）０．１～５０重量部の非イオン性界面活性剤と、
を含む混合物を形成する工程と、
　ＩＩ）工程Ｉ）の混合物に十分な量の水を混合してエマルションを形成する工程と、
　ＩＩＩ）任意選択で、エマルションを更に剪断混合する工程と、
を含む、請求項１の水性シリコーンエマルションを調製するための方法。
【請求項１４】
　ヘアケア組成物における請求項１～１２のいずれか一項に記載の水性シリコーンエマル
ションの使用。
【請求項１５】
　テキスタイル又は布地を処理するための組成物における請求項１～１２のいずれか一項
に記載の水性シリコーンエマルションの使用。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００５】
　本開示は、以下を含む水性シリコーンに関する：
　Ａ）アミノ官能性オルガノポリシロキサン、
　Ｂ）下式を有する四級アンモニウム界面活性剤
　Ｒ１Ｒ２Ｒ３Ｒ４Ｎ＋Ｘ－、
　（式中、Ｒ１は、少なくとも１０個の炭素原子を含有する有機官能性基であり、
　Ｒ２は、Ｒ１、又は、１～１２個の炭素原子を含有するヒドロカルビルであり、
　Ｒ３は、Ｒ１、Ｒ２、又は、２～１０個の炭素原子を含有するアルコール基であり、
　Ｒ４は、Ｒ１、Ｒ２、又はＲ３であり、
　Ｘ－は、ハロゲン化物、硫酸塩、スルホン酸塩、メト硫酸塩、又はエト硫酸塩である）
、
　Ｃ）非イオン性界面活性剤、
　ここで、水性シリコーンエマルションは、０．２重量％未満のＤ４及びＤ５環状シロキ
サンを含有し、５０℃にて１ヶ月間エマルションをエージングすると、Ｄ４、Ｄ５又はこ
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れら両方の含有量は以下のうちの１つよりも低くなる：
　エマルションの０．１１重量％のＤ４又は０．１２重量％のＤ５、
　含有量がカチオン性界面活性剤の非水内容物に対する環状物質の比として表される場合
に、０．１４未満のＤ４又は０．０７未満のＤ５、
　Ｄ４の含有量が
　（（Ｄ４ＡＧＥＤ－Ｄ４（ｔ＝０））／％ＣＳ）＊１００［式中、Ｄ４は、それぞれエ
ージングさせたもの及び開始時のエマルションのＤ４の百分率ｗｔ％であり、％ＣＳはエ
マルション中のカチオン性界面活性剤（非水内容物）の質量分率である］として表される
場合に１．３未満のＤ４。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４２】
　本発明のアミノ官能性シリコーンエマルションは、０．２重量％未満のＤ４及びＤ５環
状シロキサンを有するものとして特徴付けられる。更に、本発明のアミノ官能性シリコー
ンエマルションは、エマルションのエージング時に低濃度を維持するものとして特徴付け
られ得る。本発明のエマルションのエージングは、５０℃にて１ヶ月間エマルションを保
存し、ガスクロマトグラフィー（ＧＣ）技術によりＤ４及びＤ５含有量を測定することに
より、評価され得る。５０℃で１ヶ月間エージングすると、本発明のエマルション中のＤ
４、Ｄ５又はこれらの両方の含有量は、以下のうちの１つよりも低くなる：
　エマルションの０．１１重量％のＤ４又は０．１２重量％のＤ５、
　含有量がカチオン性界面活性剤の非水内容物に対する環状物質の比として表される場合
に、０．１４未満のＤ４又は０．０７未満のＤ５、
　Ｄ４の含有量が
　（（Ｄ４ＡＧＥＤ－Ｄ４（ｔ＝０））／％ＣＳ）＊１００［式中、Ｄ４は、それぞれエ
ージングさせたもの及び開始時のエマルションのＤ４の百分率ｗｔ％であり、％ＣＳはエ
マルション中のカチオン性界面活性剤（非水内容物）の質量分率である］として表される
場合に１．３未満のＤ４。
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